
様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）4292000238 

牛越浄水場外薬品注入設備保守点検業務委託 

履行場所 南相馬市原町区牛越字下川原 地内外 

種  類 業務委託 

概  要 次亜注入機・PAC 注入機の保守点検業務 

相

手

方 

名  称 株式会社ウォーターテック東北支店 

代 表 者 支店長 林 直道 

所 在 地 宮城県仙台市宮城野区榴岡 2 丁目 2 番 10 号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 

本業務は、薬品注入設備（次亜注入機及びＰＡＣ注入機）の保守点検業務を行うもので

ある。 
 点検対象機器はすべて当該業者の製品であり、点検にはメーカー独自の技術力が必要で

あることから、当該業者と随意契約とするものである。 

工事等担当課名 〔 建設部水道課 〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）4292000241 

小高区認定こども園建設実施設計業務委託 

履行場所 南相馬市小高区関場二丁目 地内 

種  類 委託 

概  要 

小高区認定こども園建設伴う実施設計業務 

 

 

相

手

方 

名  称 株式会社明石設計事務所 

代 表 者 代表取締役 明石信昭 

所 在 地 福島市泉字熊野１８番地の１ 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

当該事務所は、本業務の前段において基本設計を行っており認定こども園の施設・設備を

十分に熟知していることから、設計の趣旨を踏まえ的確かつ迅速な設計業務を履行するこ

とが見込めるのは当該事業所のみであることから、地方自治法施行令第１６７条２第１項

第２号により随意契約としたい。 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔幼児教育課               〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）4292000244 

小高区商業施設整備事業実施設計業務委託 

履行場所 南相馬市小高区上町一丁目地内 

種  類 業務委託 

概  要 

実施設計 

延べ面積 431.70 ㎡ 

１階建て 

鉄骨造 

相

手

方 

名  称 株式会社小島建築設計事務所 

代 表 者 代表取締役 小嶋 裕一 

所 在 地 福島県福島市北沢又字稲荷中川原１番地 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 内申業者は、基本設計業務の受託者であり、基本設計内容を熟知していることから、よ

り効果的な実施設計業務を行うことができるため、地方自治法施行令第１６７条の２第１

項第２号の規定により随意契約としたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 小高区産業建設課 〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号） 4292000245 

水道給配水施設管理台帳作成（原町区）業務委託 

履行場所 南相馬市原町区牛越地内外 

種  類 台帳作成業務委託 

概  要 

給配水施設管理台帳作成 1.0 式 

  マッピングデータ補正  1.0 式 

  補正属性情報入力    1.0 式 

  ファイリングデータ構築 1.0 式 

 

相

手

方 

名  称 フジ地中情報株式会社 東北支店 

代 表 者 支店長 田中 利明 

所 在 地 宮城県仙台市泉区八乙女 1-1-13 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

本業務は、水道施設管理を行っている既存マッピングシステムのデータ更新とメンテナン

スを実施するものであり、このシステムを開発した上記業者のみが更新作業等を実施する

ことができることから、当該業者と随意契約したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 建設部水道課工務係                      〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）4292000249 

旧避難指示区域河川除草業務委託 

履行場所 南相馬市原町区鶴谷地内外 

種  類 業務委託 

概  要 

河川除草 Ｌ＝３７，８００ｍ 

 二級河川 ８河川Ｌ＝34,300ｍ 

 準用河川 ２河川Ｌ＝2,300ｍ 

 普通河川 ２河川Ｌ＝1,200ｍ 

相

手

方 

名  称 南相馬市復興事業協同組合 

代 表 者 理事長 石川俊幸 

所 在 地 福島県南相馬市原町区錦町一丁目２５番地 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 

 本委託は、主に旧避難指示区域内の河川除草を行うものであり、現在作業員の確保が困

難な中で、南相馬市復興事業協同組合には３１社が加入し作業員の確保ができること、ま

た、市内全域の河川状況を把握しており、市からの業務に充分対応できることなど、本業

務を遂行できるのは上記組合のみであるため随意契約とする。 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 土木課  〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）4292000253 

最終処分場嵩上げ設計業務委託 

履行場所 南相馬市鹿島区塩崎字内ノ倉地内 

種  類 委託 

概  要 
最終処分場の嵩上げに係る実施設計業務 

 

相

手

方 

名  称 ㈱東コンサルタント 

代 表 者 所長 黒沢孝 

所 在 地 南相馬市原町区北町４７８－１ 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 上記業者は、本業務の前段において測量設計及び予備設計を行っており、当該箇所について

熟知していることから、予備設計の趣旨を踏まえ的確かつ迅速な設計業務を履行できるのは当

該事業者のみであることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により随意契約

としたい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名〔生活環境課                             〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）4292000255 

林道除草（小高区）業務委託 

履行場所 南相馬市飯崎字一ノ関地内外 

種  類 業務委託 

概  要 
草刈業務 Ａ＝18,348 ㎡ 

 林道 3 路線 Ａ＝18,348 ㎡ 

相

手

方 

名  称 南相馬市復興事業協同組合 

代 表 者 理事長 石川俊幸 

所 在 地 福島県南相馬市原町区錦町一丁目２５番地 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

本委託は、主に機械除草（肩掛式）による林道の除草を行うものであり、現在作業員の

確保が困難な中で、南相馬市復興事業協同組合には３１社が加入し作業員の確保ができる

こと、また、市内全域の林道状況を把握しており、市からの業務に十分対応できることな

ど、本業務を遂行できるのは上記組合のみであるため随意契約とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔小高区産業建設課                   〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）4292000269 

大谷浄水場ＰＡＣ・苛性ソーダ注入機保守点検業務委託 

履行場所 南相馬市原町区大谷字西山 地内 

種  類 業務委託 

概  要 ＰＡＣ・苛性ソーダ注入機 各３台の保守点検業務 

相

手

方 

名  称 日機装株式会社 北日本支社 

代 表 者 支社長 吉澤 泰雄 

所 在 地 仙台市青葉区一番町 3-7-23 明治安田生命仙台一番町ビル５階 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 

 本業務は、ＰＡＣ・苛性ソーダ注入機の分解・清掃及び劣化部品の交換を行い、本装置

の機能を維持し円滑に稼働させるためのものである。 

 

 点検対象機器は当該業者の製品であり、点検にはメーカー独自の技術力が必要であるこ

とから、当該業者と随意契約とするものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 建設部水道課                       〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

 
 
契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００２７４ 
高見中継ポンプ場 自家発電機点検業務委託 

履行場所 南相馬市原町区高見町一丁目１９２番地 
種  類 業務委託 

概  要 
高見中継ポンプ場自家発電機の点検業務を委託する。 
 
 

相

手

方 

名  称 ㈱安川電機 東北営業所 
代 表 者 所長 西谷 康晴 
所 在 地 宮城県仙台市若林区清水小路６－１ 

 
根 
 
拠 
 
規 
 
定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 
■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  
□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 
□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  
□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  
□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  
□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 
□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 
□９号 落札者が契約を締結しないとき 

 
 
随

意

契

約 
理

由

の 
説

明 

【具体的に記入すること】 
上記業者は既存装置の設置（製造）業者であり、今回の業務においても適切かつ的確な施工

が見込まれるものである。また、市内業者で施工可能な業者はなく、既存装置の設置業者以外

は機器の性能維持が困難であることから随意契約とするものである。 

 
 
 
 
 
 
 
 

工事等担当課名 〔 下水道課                    〕 
※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００２９２ 

高の倉ダム機械・電気設備保守点検業務委託 

履行場所 南相馬市原町区高倉字細倉地内 

種  類 機械・電気設備 

概  要 

取水ゲート 一式、洪水吐ゲート 一式、開閉装置 一式 

ホロージェットバルブ 一式、非常用バルブ 一式 

河川放流ゲート 一式、分水工ゲート 一式 

電気設備 一式 

相

手

方 

名  称 株式会社 丸島アクアシステム東北支店 

代 表 者 支店長 渡邉 秀典 

所 在 地 宮城県仙台市宮城野区榴岡３－７－３５ 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

本業務は、高の倉ダムの機械・電気設備保守点検業務であり、本製品は上記業者が開発

設置したものであり、既存装置との互換性及び特殊器具を必要とするため他社での履行は

できないことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により随意契約とした

い。 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 農林整備課                        〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００２９３ 

横川ダム機械設備保守点検業務委託 

履行場所 南相馬市原町区馬場字滝地内 

種  類 機械設備 

概  要 

取水ゲート 一式、洪水吐ゲート 一式、 

ホロージェットバルブ 一式、導水路ゲート 一式、 

分水ゲート 一式、除塵機 一式 

相

手

方 

名  称 株式会社 ＩＨＩインフラ建設東北支店 

代 表 者 支店長 大和田 和宏 

所 在 地 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１番１号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

本業務は、横川ダムの機械設備保守点検業務であり、本製品は上記業者が開発設置した

ものであり、既存装置との互換性及び特殊器具を必要とするため他社での履行はできない

ことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により随意契約としたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔  農林整備課  〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００２９４ 

横川ダム電気設備保守点検業務委託 

履行場所 南相馬市原町区馬場字滝地内外 

種  類 電気設備 

概  要 

横川ダム監視局 一式、横川ダム警報局 一式、横川ダム観測局 一式 

横川ダム観測警報局 一式、横川ダム直流電源装置 一式、 

気象観測装置 一式、埋設計器 一式、地震計 一式 

プラムライン 一式、水位計 一式 

相

手

方 

名  称 株式会社 有電社 東北支店 

代 表 者 支店長 広田  修 

所 在 地 宮城県仙台市青葉区二日町１８番２５号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

本業務は、横川ダムの電気設備保守点検業務であり、本製品は上記業者が開発設置したも

のであり、既存装置との互換性及び特殊器具を必要とするため他社での履行はできないこ

とから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により随意契約としたい。 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 農林整備課  〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００２９８ 

ふくしま森林再生事業森林整備等（鹿島１５林班外）総合監理業務委託 

履行場所 南相馬市鹿島区小池地内 

種  類 業務委託 

概  要 

 森林整備業務、路網整備工事、放射性物質拡散防止対策工事の総合監理

業務 

森林整備等 A＝20.01ha 

森林整備 植栽 0.24ha 除伐 0.68ha 間伐 9.54ha 更新伐 9.55ha 

路網整備 作業道（新設）1,720ｍ 

放射性物質対策 

土砂流出防止対策 丸太筋工 40ｍ 

相

手

方 

名  称 福島県森林組合連合会 

代 表 者 代表理事会長 秋元 公夫 

所 在 地 福島県福島市中町５番１８号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 本業務は、南相馬市鹿島区小池地内の森林整備業務、路網整備工事、放射性物質拡散防

止対策工事の総合監理業務である。当該総合監理業務においては、年度別事業実施計画の

作成業者が森林整備等の設計内容を熟知しており、最も効率的に業務を行うことができる

ため、上記業者と随意契約するものである。 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 農林整備課 〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３１３ 

原町老人福祉センター建設実施設計業務委託 

履行場所 南相馬市原町区小川町地内 

種  類 委託（建築） 

概  要 

・構 造：木造 一部コンクリート造 

・階 数：地上１階 

・面 積：９９８㎡≒（延床面積） 

・所要室：集会室・浴場・サロン室・娯楽室・機能回復訓練室 

事務室・トイレ 外 

相

手

方 

名  称 株式会社 関・空間設計 

代 表 者 代表取締役社長 渡邉 宏 

所 在 地 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番８号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

☑２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 高齢者の憩いの場として活用されている原町老人福祉センターの老朽化に伴い、高齢者

が集い、交流し合える施設の充実が求められている背景を踏まえ、新設にて整備すること

としている。 

上記業者は、本業務の前段において基本設計を行っており、市民との検討事項や施設の

機能等を十分に熟知していることから、基本設計の趣旨を踏まえ的確かつ迅速な実施設計

業務を履行できるのは当該事業所のみであることから、地方自治法施行令第１６７条の２

第１項第２号により随意契約としたい。 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔長寿福祉課                   〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 


